
 

１ 

「都市農業の振興のための国家戦略特区について」に係る 

国家戦略特区ワーキンググループからの論点について 

 

 

 

（論点） 

農地に全面コンクリートを打設すると農地法が規制すべき農地とは言えな

くなるとの説明があったが、植物工場でしか生産できない新しい農作物等がで

てきているなど、農業自体が進歩していることを踏まえ、直接的に労費を加え

て肥培管理を行う土地のみを守ろうとする現行の法制度を見直し、植物工場の

ための土地など、これから農業を振興していくための土地についても、「農地」

の解釈に含めること等により、農地法の規制対象とすべきではないか。 

 

 

（回答） 

１ 農地法上の「農地」については、国内の農業生産の基盤として国民のための

限られた資源であるとともに、いったん耕作不可能な状態になると、耕作可能

な状態に戻すことが困難であることに鑑み、同法に基づく権利移動規制や転用

規制の対象となっているところです。 

   

２ 一方、御提案の植物工場用地等を農地法の規制対象とすることについては、

財産権に対する制限となるところ、これまで権利移動規制や転用規制の対象と

されていなかった土地について、今後、これらの規制対象とすることの必要性

及び規制の手法としての合理性について、慎重に検討していく必要があると考

えています。 

 

３ なお、植物工場用地を含めた農業用施設用地の固定資産税の評価にあたって

は、近傍農地の評価価格に造成費を加えた水準とされており、既に一般の宅地

と比べて相当程度軽減されているところであり、仮に植物工場用地等を農地法

の規定対象としたとしても、自動的に課税上の地目に反映され、税負担が更に

軽減されるものではないことにご留意下さい。 

以上 

CO784646
テキストボックス
1/16WG農水省提出資料



評
価

額
の

算
出

課
税

標
準

額
の

算
出

税
額

の
算

出

一
般
農
地

「
正

常
売

買
価

格
」

  ×
「

 ５
５
％

（
注
１
）
」

評
価
額

課
税

標
準

額
×

１
．
４
％

宅 地

農
業
用
施
設

用
地

（
注
２
）

「
付

近
の

農
地

価
格
」

 ＋
「
造
成
費
相
当
額

（
注
３
）
」

評
価
額

住
宅
用
地

「
地

価
公

示
価

格
」

 ×
「

 ７
０
％
」

評
価
額

 ×
 １
／

３

注
１
：
 

 農
地
の
売
買
は
、
一
般
に
、
切
売
り
、
買
足
し
と
い
う
形
で
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
売
買
価
格
は
一
般
に
割
高
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
総
務
大
臣
が
決
め
た
こ
の

割
合
を
乗
じ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

区
 

 
 
分

 
金

 
 

 
額

（
千
円
／
１

0ａ
）

課
税
標
準
額

 
税

額
 

一
般
農
地

 
68

 
1

農
業
用
施
設
用
地

 
89

1 
12

宅
地

 
12

,6
78

17
7

（
参

考
）
平

成
２
７
年

度
に
お
け
る
固

定
資

産
税

の
平

均
税

額

資
料
：
固
定
資
産
の
価
格
等
の
概
要
調
書
（
総
務
省
）

 
 
税
額
は
課
税
標
準
額
に

1
.4

%
（
標
準
税
率
）
を
乗
じ
た
も
の

注
２
：

   
農
用
地
区
域
内
又
は
市
街
化
調
整
区
域
内
の
農
業
用
施
設
用
地
（
農
振
法
第
３
条
第
３
号
又
は
第
４
号
に
規
定
す
る
施
設
の
用
に
供
す
る
土
地
）
を
い
う
。

注
３
：
 
農
地
を
当
該
農

業
用
施
設
用
地
に
転
用
す
る
場
合
に
お
い
て
通
常
必
要
と
認
め
ら
れ
る
造
成
費
に
相
当
す
る
額
を
い
う
。

※
 
相

続
税

及
び
贈
与
税

に
つ
い
て
も
、
固

定
資

産
税
評
価

額
を
基
に
課

税
財
産

額
を
評
価
。

宅
地

と
農

地
の

固
定

資
産

税
の

比
較

2



１３経営第６９５３号

平成１４年４月１日

神奈川県環境農政部長 殿

農林水産省経営局構造改善課長

施設園芸用地等の取扱いについて（回答）

平成１４年３月１３日付け農地第５８１号をもって照会のあったこのことに

ついて、下記のとおり回答します。

記

１ 農地に形質変更を加えず、棚、農作物の栽培用資材等を設置して農作物の

栽培を行っている土地（別紙１参照）

農地に形質変更を加えず、棚の設置やシートの敷設など、いつでも農地を

耕作できる状態を保ったままで、その棚やシートの上で農作物を栽培してい

る土地は、引き続き農地法上の農地として取り扱って差し支えない。

なお、農地をコンクリート等で地固めし、農地に形質変更を加えたものは、

農地に該当しない。（ただし、２に該当するものを除く。）

２ その農地の農作物の栽培のために設置することが必要不可欠な通路等の用

地（別紙２参照）

その農地の農作物の栽培のため、その農地に通路、進入路、機械・設備等

を設置している用地部分は、当該部分が農作物の栽培に通常必要不可欠なも

のであり、その農地から独立して他用途への利用又は取引の対象となり得る

と認められるものでないときは、当該部分も含めて全体を農地法上の農地と

して取り扱って差し支えない。
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（別紙１）

１ 農地にあたるもの

説 明 概 念 図

（例）

ア 温室等を建築した場合でも、その敷

地を直接耕作の目的に利用し、農作物

を栽培している場合

イ ビニール等比較的簡易な資材を敷設

し、砂、礫等を入れて礫耕栽培等を行

っている場合のように、土地と一体を

なすとみられるような状態で農作物を

栽培している場合

ウ 農地の形質変更行為を行わずに、鉢、

ビニールポット、水耕栽培等を行う場

合（簡易な棚の設置、シート等の敷設

等を行って栽培を行う場合を含む。）

土

ビニール等

礫等

シート

棚

ロ ッ ク ウ
ール等
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２ 農地にあたらないもの

説 明 概 念 図

（例）

ア 農業用施設の敷地をコンクリート等

で地固めする場合

イ コンクリート等を敷地に埋設する場

合

コンクリート等

土

コンクリート等

コンクリート等
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（別紙２）

１ その農地の農作物の栽培のために必要不可欠な通路等

（全体を農地として取り扱うもの）

説 明 概 念 図

（例）

ア その農地にお

ける農作業上必

要な舗装された

通路及び進入路

イ その農地にお

ける農作物の栽

培に用いる堆肥

・養土の置き場

ウ 温室等におけ

る農作物の栽培

のために通常必

要不可欠な機材

・設備の設置場

所

注：当該部分がそ

の農地の農作物

の栽培に通常必

要不可欠なのも

のであり、当該

農地から独立し

て他用途への利

用又は取引の対

象とならないも

の

加温設備

進 入 路

道路

堆肥・養土置場

重 油
タ ン ク

舗装通路

液 肥 調 整 用 タ ン ク

温 室 等

農地界
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２ 農地と認められない部分を含む場合

説 明 概 念 図

（例）

・農地と認められ

ない部分

ア その農地にお

ける農作物の栽

培に通常必要と

認められる規模

を超える機材・

設備の用地

イ 事務所、倉庫、

直売所等農作物

の栽培に通常必

要不可欠といえ

ないもの

ウ これらに附帯

する土地

注：これらの部分

は、その農地の

農作物の栽培に

通常必要不可欠

なのものとは言

えず、当該農地

から独立して他

用途への利用又

は取引の対象と

なり得ると認め

られる。

倉 庫 事 務 所 直 売 所

道 路

駐車場

温 室 等

道

路

重油タンク
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